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※要件を満たさない学生等本人を返還免除内定候補者として推薦した場合は、返還免除内定者として認定
　 されません。
※学生等本人から提出された書類は本機構への提出は不要です。各大学において、適切に保管してください。

資産の申告書

返還免除内定制度の申請を希望する者は以下の太枠内を記入し、本申告書と所得証明書を進学予定先の大学へ
提出してください。

資産の対象となるものは現金及びこれに準ずるもの、預貯金並びに有価証券の合計（不動産は対象としない）です。

～修士課程及び専門職学位課程進学予定者に係る特に優れた業績による返還免除内定候補者の推薦について～

届出年月日

※以下の（１）～（２）のチェックボックスを記入してください。

給付奨学金を受給していない住民税非課税世帯の学生等で、大学院修士課程又は専門職学位課程に進学を予定し
返還免除内定制度への申請を希望している者

進学予定先大学名

進学予定先研究科名

修士課程及び専門職学位課程 返還免除内定制度

氏名

生年月日

1．本申告書の提出が必要な者

２．学生等記入欄

令和７年度の所得証明書は令和７年１月１日現在住民票登録のあった市区町村役場で発行されます。

（２）私と生計維持者の直近の所得証明書を取得済である。 □

□（１）私と生計維持者（原則父母）の届出日時点の資産額の合計が5,000万円未満である。

学生等本人から本申告書と所得証明書を受け取った。 □

所得証明書で、学生等本人及び生計維持者の市区町村民税所得割が０円であることを確
認した。 □

３．学校記入欄


